
オウム真理教犯罪被害者等給付金に関する事務取扱規程（平成20年12月15日県公安委員会規程第７号）

最終改正：令和3年03月29日

○オウム真理教犯罪被害者等給付金に関する事務取扱規程

平成20年12月15日

県公安委員会規程第７号

オウム真理教犯罪被害者等給付金に関する事務取扱規程を次のように定める。

オウム真理教犯罪被害者等給付金に関する事務取扱規程

（趣旨）

第１条 この規程は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律（平成20年

法律第80号。以下「法」という ）及びオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関す。

る法律施行規則（平成20年国家公安委員会規則第20号。以下「規則」という ）の規定に基づき、法第３。

条第１項に規定する給付金（以下「オウム真理教犯罪被害者等給付金」という ）に係る事務処理に関し。

必要な事項を定めるものとする。

（裁定申請書等の受理）

第２条 規則第２条第１項に規定するオウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書及び同条第２項に

規定する書類（以下「裁定申請書等」という ）は、原則として法第６条第１項の申請をしようとする者。

（以下「申請者」という ）との面談により受理するものとする。。

２ 裁定申請書等の受理に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 申請者に運転免許証、旅券その他の身分を証する書類の提示を求め、本人確認を行うこと。

(2) 申請が代理人によって行われたときは、委任状原本の提出を受けること。

３ 裁定申請書等が、規則第２条第４項の規定により警察署長に提出されたときは、前２項の規定に準じ

て処理し、警察本部長に進達するものとする。

（裁定のための調査等）

第３条 法第８条第２項の規定による照会は、オウム真理教犯罪被害者等給付金関係事項照会書（様式第

１号）によるものとする。

２ 警務部警務課長は、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給検討票（様式第２号）により裁定に係る審

査を行うものとする。

（裁定等の通知）

第４条 規則第３条第１項の規定による処分の通知は、原則として面談により行うものとする。

（裁定に係る不作為についての審査請求等の取扱い）

、第５条 裁定に係る不作為についての審査請求があったとき及び当該審査請求に係る裁決を行ったときは

オウム真理教犯罪被害者等給付金審査請求事案発生・終結報告書（様式第３号）により国家公安委員会

に報告するものとする。

（記録）

第６条 警務部警務課長は、裁定申請処理簿（様式第４号）により、裁定に係る処理の経過を明らかにし

ておくものとする。

（補則）

第７条 この規程に定めるもののほか、オウム真理教犯罪被害者等給付金に係る事務処理に関し必要な事

項は、警察本部長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この規程は、平成20年12月18日から施行する。

附 則 （平成28年３月22日県公安委員会規程第３号）

この規程は、平成28年４月１日から施行する。

附 則 （令和３年３月29日県公安委員会規程第２号）



（施行期日）

１ この規程は、公布の日から施行する。


